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次の景観への
期待を湧かせる

・樹木によってつながる景観
（シークエンシャル景観）

・手前の高木が建物の外壁線
を隠す

柔らかい景観
フレームのある構図

・正面に植栽した高木がアイス
トップとなる

正面建物の修景
威圧感の軽減

大阪府三島郡島本町 コモンガーデン水無瀬 ２００５．９撮影

正面の建物壁面が直接
見えて、人工的イメージ。

玄関先の花はいいが、緑量感に欠ける。
特に、垂直方向の緑が乏しい感じがする。



26

正面性の演出。アイストップ。季節感。

正面建物には窓があるので、落葉のハナミズキ

玄関先にコニファ類を植えてみる

垂直方向の緑のボリュームアップ

正面の樹木をボリュームのあるケヤキに変えてみる。

樹冠の広がりにより、この空間を１つの広場の
ように見せる。高木（ケヤキ）によって、空間が
支配され、まとまり感が増大する。
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玄関先の中木を常緑から、落葉で株立ちの樹木へ。

秋には紅葉し、季節感が増す。
細かな葉、株立ちにより、涼しさの演出。

ヴェルサイユ

フランス平面幾何学式庭園(17世紀)

パースペクティブ

アイストップ

ビスタ
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同じ長さの線分の両端に矢
羽を付けた場合、内向きに付
けると線分は短く見え（上図），
外向きに付けると線分は長く
見える（下図）。錯視量が非
常に多い大きさの錯視である。

ミュラー・リヤー錯視

2つのカマボコ型は同じ大き
さであるが、内側に置かれ
た方が大きく見える。

ジャストロー錯視

錯 視

フィック錯視

縦線と横線は同じ長さである
が、縦線の方が長く見える大
きさの錯視。

１４．公園に花壇を設置する際の考え方 ～位置～

周辺道路沿い

修景施設（池）沿い

休憩施設近く

公園内の外周部分

エントランス（出入り口）周辺
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周辺道路沿い

休憩施設近く

公園内の外周部分

エントランス（出入り口）周辺

修景施設（池）沿い

視 線

１４．公園に花壇を設置する際の考え方 ～視線～

「花壇の位置」 エントランス（出入り口）周辺

エントランス（出入り口）周辺

・公園周辺から見える
・コーナー部分は多方面から見える
・入り口部分は、公園の顔であるので、
全体のイメージアップに繋がる

・公園内部から見える。
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「花壇の位置」 周辺道路沿い

周辺道路沿い

・公園周辺から見える
・公園の修景やイメージアップのみならず、
沿道の街並みの美しさの向上にも寄与。

・公園内部から見える
・公園内から周辺を見たときの修景効果。

「花壇の位置」 修景施設（池）沿い

修景施設（池）沿い

・公園内部から見える
・水面に映る美しさの考慮。
・水、花、緑による美しさ。相乗効果。
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「花壇の位置」 休憩施設近く

休憩施設近く

・公園内部から見える
・四阿に座って、ゆっくり長時間見る。
・花壇そのものの美しさと、花壇越しの風景
の美しさを増す。

「花壇の位置」 公園内の外周部分

公園内の外周部分

・公園周辺から見える
・公園の修景やイメージアップのみならず、
沿道の街並みの美しさの向上にも寄与。

・公園内部から見える
・公園内から周辺を見たときの修景効果。
・目線を低くする効果（上方にあるものを見えにくくする）。
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スカイラインの不統一の軽減

目線（視線）を下方に引きつける

１５．植栽デザインによる効果の例

建築物を大きく見せる・小さく見せる

建築物を広く見せる・狭く見せる
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高層建築物の威圧感

威圧感の軽減

遮蔽植栽

グレードアップ

タイヤと路面の摩擦音

土盛りは効果的

減音植栽

マフラー音

エンジン音
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～都市緑地法等の改正について～

出典：http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/townscape/keikan/index.htm

１６．「緑の保全と創出」に関する新たな制度の概要

都市緑地保全法及び都市公園法の改正
緑地の保全・緑化の推進及び都市公園の整備を総合的に
推進するため、平成16年6月に国会で「都市緑地保全法等
の一部を改正する法律」（都市緑地保全法、都市公園法等
の改正）が成立した。今回の改正により、都市緑地保全法
については、緑の基本計画の計画事項に都市公園の整備
に関する事項を加え、大規模敷地建築物に緑化の義務づ
けを行う緑化地域制度等を創設する等、緑地の保全のみで
なく、民有地も含めた緑化や都市公園の整備を総合的に推
進するための制度の充実を図ったことから、名称を「都市緑
地法」と改められた。

緑の基本計画
緑の基本計画（都市における緑地の保全及び緑化の推進
に関する基本計画）は、市町村が定める総合的な都市にお
ける緑のマスタープランとなる基本計画である。
緑の基本計画は、緑地の保全及び緑化の目標、緑地の保
全・緑化の推進のための施策に関する事項、特別緑地保
全地区内の緑地の保全のための事項等を定めることとされ
ているが、今回の改正で、「都市公園の整備の方針」が新
たに加えられた。これにより緑の基本計画 は緑地の保全、
緑化の推進及び都市公園の整備を総合的に推進するため
の基本計画として位置づけられた。

緑の将来像イメージ図公園緑地行政に関する
平成16年法改正について
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◆都市緑地法◆ ～保全～
■緑地保全地域制度の創設（都市緑地法第5条）
都市内に残された貴重な緑地については、木竹の伐採や宅地の造成等の行
為を許可制とし、現状凍結的な保全を行う（特別）緑地保全地区制度によりこれ
まで保全されてきた。
他方、近年その重要性がクローズアップされている里山等の都市近郊の比較
的大規模な緑地や、都市圏の骨格を形成するような広域的な緑地の保全を進
める上では、厳しい行為規制による現状凍結的な保全ではなく、一定の土地利
用と調和した緩やかな規制による保全手段の必要性が指摘されていた。
このため、届出制により一定の土地利用を認めつつ緩やかな規制を行う地域地
区として「緑地保全地域」 が創設された。

新規制度の概要

◆都市緑地法◆
■緑化地域制度の創設

（都市緑地法第34 条）

都心部等の稠密な土地利用がなさ
れている市街地において早期に緑を
創出するためには、市街地の土地利
用の大半を占める建築物の敷地の緑
化を推進することが有効である。
このため、今回新たに「緑化地域制
度」と「地区計画等による緑化率規制
制度」が創設された。
「緑化地域制度」は、良好な都市環
境の形成に必要な緑地が不足してい
る地区において、都市計画の地域地
区として「緑化地域」を指定し、大規
模な敷地面積の建築物の新築・増築
に対し、敷地面積の一定割合以上の
緑化を義務付けるものである。

～創出～
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◆都市緑地法◆
■地区計画等の活用 （都市緑地法第20条）

従来の地区計画等において、緑地の保全については、「現存
する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要な
ものの保全に関する事項」を定めることができるとなっていた。
しかし、保全のための手段が規制力の弱い「届出・勧告制」に
とどまっているため、地区にとって貴重な緑地が失われる恐れ
があった。

このため、市町村が条例
を定め木竹の伐採や宅
地の造成等の行為につ
いて許可制とすることに
より、現状凍結的な保全
を行うことができるように
なった。

～創出～

◆都市公園法◆

■立体都市公園制度の創設 （都市公園法第20条）

都心部等の土地の効率的な利用が求められる地域において、土
地の有効利用を図るとともに、都市公園を効率的に整備するた
め「立体都市公園制度」が創設された。

「立体都市公園制度」は、都市
公園の区域の下限（都市公園
法の及ぶ範囲）を定めることに
より､都市公園の地下の有効利
用や人工地盤・建築物の上部
における都市公園の設置を可
能とする制度。

～創出～
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■借地公園整備の促進 （都市公園法第16条）

従来の都市公園法では「公益上特別の必要がある場合」等
を除きみだりに都市公園を廃止してはならないとされていた。

このため、借地公園において借地契約が終了した場合には、
都市公園を廃止できることとし、土地所有者が都市公園とし
て土地を提供しやすくなるようになった。

～創出～

■多様な主体による公園管理の仕組み
（都市公園法第5条）

従来の都市公園法では、「公園管理者自らが設置・管理するこ
とが不適当又は困難」である場合に限り、公園管理者以外の者
による公園施設の設置・管理が許可されることとなっていた。
しかし、近年、都市公園の整備及び管理にあたっては、地域住
民、ＮＰＯ、民間事業者等の多様な主体と連携しながら取り組む
ニーズが高くなっている。

このため、公園施設の設置・管理許可の要件として「都市公園
の機能の増進に資する」場合を追加し､多様な主体の参画を促
進することとなった。

～創出～




